
瑞穂町行政評価委員会 第２回補助金等審査分科会 次第 

 

日時 平成２１年１２月１０日（木） 

午前９時～ 

場所 町民会館 第２会議室 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）補助金等審査 

 （審査事項） 

２１審査―１ （仮称）瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金について 

２１審査―２ 第６８回国民体育大会瑞穂町実行委員会補助金について 

 

（報告事項） 

２１報告―１ 通所サービス等利用促進事業補助金について 

  ２１報告―２ 新事業移行促進事業補助金について 

 

 

（２）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 （事前配付） 

資料１  ：瑞穂町行政評価委員会第２回補助金等審査分科会 審査・報告事項一覧 

 資料２－１：（仮称）瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金に係る審査書 

資料２－２：（仮称）瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金交付要綱（案） 

資料２－３：環境配慮型機器の補助金各市の状況 

資料３－１：第６８回国民体育大会瑞穂町実行委員会補助金に係る審査書 

資料３－２：第６８回国民体育大会瑞穂町実行委員会補助金交付要綱（案） 

資料４－１：通所サービス等利用促進事業補助金に係る報告 

資料４－２：瑞穂町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱 

資料４－３：瑞穂町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱 新旧対照表 

資料５  ：新事業移行促進事業補助金に係る報告 

 

資 料 （当日配付） 

 資料６  ：瑞穂町行政評価委員会補助金等審査分科会委員及び審査参与職員名簿 



瑞穂町行政評価委員会 第２回補助金等審査分科会 

審査・報告事項一覧 

 

 

１ 審査事項（２件） 

番号 担当部署 補助金等名称 資料番号 備考 

21 審査-1 
住民生活部 

生活環境課 

（仮称）瑞穂町住宅用環境配慮

型機器購入費助成金 

２－１ 

２－２ 

２－３ 

 

21 審査-2 
教育部 

社会教育課 

第６８回国民体育大会瑞穂町

実行委員会補助金 

３－１ 

３－２ 
 

 

 

２ 報告事項（２件） 

番号 担当課 補助金等名称 資料番号 備考 

21 報告-1 
福祉保健部 

福祉課 

通所サービス等利用促進事業

補助金 

４－１ 

４－２ 

４－３ 

 

21 報告-2 
福祉保健部 

福祉課 
新事業移行促進事業補助金 ５  

 

資料１ 



様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称 （仮称）瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金 
担 当 部 署 住民生活部 生活環境課 環境係 

担 当 者 名 橋本 

補 助 対 象 

次の（１）から（３）に掲げる要件をすべて満たす者  

（１）瑞穂町内において、自ら居住する住宅に新たに住宅用環境配慮型機器

を設置した者又は新たに住宅用環境配慮型機器の設置された新築住

宅を購入した者 

（２）納期の到来している住民税等を完納している者 

（３）設置した機器等が設置当時未使用のものであったこと 

 

 
 

規 約 等 

（仮称）瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金交付要綱（案） 

  

 

事 業 概 要 

環境に配慮した設備（二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器「エコキュート」、潜熱

回収型ガス給湯器「エコジョーズ」、ガスエンジン給湯器「エコウィル」、高効率石

油給湯器「エコフィール」、太陽光発電システムなど）を設置した町民に、その費用

の一部を補助します。 

補助の必要性        

 温暖化防止対策は地球規模の重要な課題であり、国においても温室効

果ガスの中期的な削減目標を９０年比２５％削減と世界に向けて発表

しました。国や東京都、周辺自治体においても住民に対しての環境に配

慮した設備設置等への各種補助制度が行われています。 

そのような動向の中で、瑞穂町における温暖化防止対策への取り組み

の一環として、住宅用環境配慮型機器を設置した町民に対して、その経

費の一部を助成することにより、住民の環境へ配慮する意識の高揚と二

酸化炭素排出量の削減を図ります。 
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事 業 目 標        

助成金額は機器の購入費に対してのもので、助成金額は購入金額の１０％とし、

限度額を以下のように定めます。なお、対象機器については、太陽熱利用システム

やぺレットストーブなど、環境に配慮した機器が開発されていることから、今後は

対象機器として拡大していく可能性があります。 

 

予算要求額 

二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）4 万円×50 件＝2,000,000 円

潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）      2 万円×40 件＝ 800,000 円

ガスエンジン給湯器（エコウィル）        4 万円×30 件＝1,200,000 円

高効率石油給湯器（エコフィール）        2 万円×50 件＝1,000,000 円

太陽光発電システム               15 万円×10 件＝1,500,000 円

計 6,500,000 円 

 

平成２２年度より補助事業を開始し、効果を検証しながら平成２４年度をもって

事業を完了する予定です。 

（国、東京都の住民向け補助制度の動向、住民の要望等を考慮し、対応していきます。）

 

 

そ の 他        

①近隣市町村の同様事業実施状況 

（実 施） 

福生市、青梅市、羽村市（羽村市は太陽エネルギー関係の設備への補助はして

いない）、武蔵村山市（太陽エネルギー関係の補助のみ） 

（実施に向けて検討） 

羽村市（太陽エネルギー関係の設備への補助金について）、日の出町 

（未実施） 

奥多摩町 

 

②住宅改修等補助金との対象機器の補助範囲について 

（内 容）本事業では機器の購入費に対して助成し、設置等に伴う工事に対しては

住宅改修等補助金により対応することで、住民の機器導入の促進及び地元

業者の支援という２つの施策を両立させます。 

 

 



（仮称）瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金交付要綱（案） 
 

   平成  年   月   日 
                     告示第       号 
 
（目的） 

第１条 この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、住宅用環

境配慮型機器を購入した者に対して、その経費の一部を予算の

範囲内において助成することにより、住民の環境へ配慮する意

識の高揚及び二酸化炭素排出量の削減に寄与することを目的

とする。 

 （定義） 
第２条 この要綱において「住宅」とは、町の区域内（以下「町内」とい

う。）に住所を有する者が自己の居住の用に供する町内に存する建物（延

べ床面積の過半を居住の用に供する店舗等の併用住宅を含む。）をいう。 
２ この要綱において「住宅用環境配慮型機器」とは、別表助成対象機器

の欄に定める機器をいう。 
 （助成金の額等） 
第３条 助成金の額は、別表助成対象機器の欄に掲げる機器に応じ、それ

ぞれ同表助成金額の欄に定める額とする。 
２ 前項に規定する助成金の交付は、１世帯につき１回に限り、

住宅用環境配慮型機器のうち一の機器に対して行うものとす

る。  
 （助成対象者） 
第４条 この要綱による助成金の対象となる者は、次の各号に掲

げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）町内において、自ら居住する住宅に新たに住宅用環境配慮型

機器を設置した者又は新たに住宅用環境配慮型機器の設置さ

れた新築住宅を購入した者  
（２）納期の到来している町税及び国民健康保険税（他の市町村

（特別区を含む。）において徴収するものを含む。）を完納し

ている者  
（３）設置した機器等が設置当時未使用のものであったこと  

資料２－２ 



２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、助成金

を交付しない。 

（１）販売の目的で住宅を建築（改築を含む。以下同じ。）する者。ただし、

居住の目的で当該住宅を購入する者（以下「購入者」という。）がい

る場合は、第５条第２項の規定により購入者に代わり手続をすること

ができる。 
（２）住宅を借りている者で、賃貸人等関係者の承諾又は同意が得られな

い者 
（３）集合住宅に居住する者 
（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅用環境配慮型

機器を設置し、又は住宅用環境配慮型機器が設置された新築住

宅を購入した日の属する年度の３月３１日までに瑞穂町住宅

用環境配慮型機器購入費助成金交付申請書（様式第１号。以下

「交付申請書」という。 )及び添付書類を町長に提出しなけれ

ばならない。ただし、申請期間内に助成金支払予定総額が当該年度の

予算額を満たしたときは、その日を申請期限とする。 

２ 前項の場合において、機器等の設置業者等に申請等の手続を代行させ

る者は、前項に掲げる書類のほか手続代行者選任届（様式第２

号）を添付しなければならない。  
 （補助金の交付決定） 
第６条 町長は、交付申請書を受け付けたときは、速やかにその

内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。 

２  町長は、前項の規定により助成金を交付すると決定した者に

瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金交付決定通知書（様

式第３号）により、交付しないと決定した者に対しては瑞穂町

住宅用環境配慮型機器購入費助成金不交付決定通知書（様式第

４号）によりそれぞれ通知する。 

 （助成金の請求） 
第７条 助成金の交付決定を受けた者は、交付決定のあった日の

属する年度の３月３１日までに、住宅用環境配慮型機器設置費

助成金交付請求書（様式第５号）を町長に提出しなければならな

い。 



（交付） 
第８条 町長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、速やか

に助成金を交付するものとする。 
 （交付を受けた者の協力） 
第９条 町長は、助成金の交付を受けた者に対し、必要に応じて住

宅用環境配慮型機器に関する資料の提供その他の協力を求め

ることができる。  
 （補則） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事

項は、瑞穂町補助金等交付規則（平成１８年規則第１１号）の定めると

ころによる。 
 
   附 則 
 （施行期日） 

１ この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

助成対象機器 助成金額 

住宅用二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器 

住宅用途に使用する二酸化炭素冷媒ヒートポ

ンプ給湯器であって、 

１ 一般地向け丸型一缶タイプについては、社

団法人日本冷凍空調工業会のＪＲＡ４０５

０：２００７Ｒ規格に基づく年間給湯効率（以

下「年間給湯効率」という。）を一次エネルギ

ー換算した値が１．１以上であること。 

２ １以外については、年間給湯効率を一次エ

ネルギー換算した値が１．０以上であること。

 

 

購入金額の

１００分の

１０に相当

する額。ただ

し、算出した

助成金の額

が４万円を

超えるとき

は、４万円と

する。 

 

住宅用潜熱回収型ガス給湯器 

住宅用高効率石油給油器 

 住宅用途に供する部分において使用する定格

給湯能力６０号以下の潜熱を回収するための熱

交換器を備えている給湯器であって日本工業規

格（以下「ＪＩＳ」という。）に基づく熱給湯効

率が９０％以上であること。 

 

 

購入金額の

１００分の

１０に相当

する額。ただ

し、算出した

助成金の額

が２万円を

超えるとき

は、２万円と

する。 

 

住宅用ガスエンジン給湯器 

 住宅用途に供する部分において使用するガス

発電給湯器であって、ガスエンジンユニットの

JISに基づく発電及び排熱利用の総合効率が低

位発熱量基準で８０％以上であること及び貯湯

ユニット（ガスエンジンの排熱を回収できる貯

湯槽をいう。）の容量が１２０リットル以上であ

ること。 

 

 

購入金額の

１００分の

１０に相当

する額。ただ

し、算出した

助成金の額

が４万円を

超えるとき

は、４万円と

する。 

 



住宅用太陽光発電システム 

財団法人電気安全環境研究所が行う太陽電池

モジュールの認証を受けたものに限る。 

 

 ５万円に当

該補助対象

機器の最大

出力キロワ

ット数を乗

じて得た額。

ただし、算出

した助成金

の額が１５

万円を超え

るときは、１

５万円とす

る。 

 

備考 

 １ 住宅用太陽光発電システムの助成金額の算定における最大出力キロ

ワット数の値は、小数点以下第３位を切り捨てるものとする。 

 ２ 助成金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

 



様式第１号（表）（第５条関係） 
 

    年  月  日 

 

瑞穂町長 

                          瑞穂町 

申請者 住  所              

ふりがな 

氏  名           ㊞  

電話番号              

 

 

瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金交付申請書 

 

瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金の交付を受けたいので、下記のとおり申請

します。 

設置場所 瑞穂町 

設置日等     年  月  日
□既存住宅に新たに機器を設置 

□機器が設置された住宅を購入(建替含む。) 

１ 住宅用二酸化炭素冷媒ヒートポン 

プ給湯器 

（限度額 40,000円） 

４ 住宅用高効率石油給湯器 

 

 (限度額 20,000円)    

２ 住宅用潜熱回収型ガス給湯器 

 

   （限度額 20,000円）    

５ 住宅用太陽光発電システム 

 最大出力    ｋｗ 

（1kw50,000円、限度額150,000円※） 

交付申請 

する機器 

 

(１件のみ○

で囲み、必

要事項を記

入ください) ３ 住宅用ガスエンジン給湯器 

 

   （限度額 40,000円）   

 

設置機器 

の 内 容 

メーカー名 形式 

交  付 

申 請 額 
       円 

助成金額は、いずれも購入金額の

10％とし、かっこ内は限度額です。 

※太陽光発電ｼｽﾃﾑは50,000円×最大出

力ｋＷで計算します。 

（添付書類） 

□１ 設置機器の保証書の写し 
□２ 設置機器及び設置に係わる費用の領収書又は支払いを確認することができる書面の写し 

□３ 設置機器の仕様が確認できる見積書又はカタログ等の写し 

□４ 機器の設置状況を示す写真 

□５ 住宅を購入（建替え）した場合、購入日等が確認できる書面の写し 

□６ 太陽光発電システムは、電力会社との電力受給に関する契約書の写し 

□７ 設置機器で、国又は都等の補助金交付決定通知書がある場合はその写し 

□８ 手続代行者選任届（申請手続を他者に任せる場合。様式第２号） 

□９ 住民票の写し、又は外国人登録原票記載事項証明書（注） 

□10 納期の到来している町税及び国民健康保険税の納税証明書（注） 

□11 その他町長が必要と認めるもの 

 （注）９、10については下記の確認に同意する場合には、提出する必要はありません。 

   瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金の交付申請手続に必要な範囲内で住民基本 

  台帳の記録等及び納税状況について、町長が確認することに同意します。 

 

                       氏名              ㊞  

 

※ 裏面に注意事項等がありますので、必ずご確認ください。 



様式第１号（裏） 

 

《注意事項》 

１ 助成金の対象となる住宅用環境配慮型機器等（以下「機器等」という。）は、

平成２２年４月１日以降に未使用の機器等を新たに設置したものです。ただし、

住宅を購入した場合は、購入した日を基準日とします。 

２ 複数の機器等の助成金の交付申請はできません。機器等のうち１件のみ選択

することができます。 

３ 住宅用太陽光発電システムの助成金額の算出については、最大出力のキロワ

ット数の少数点以下第３位を切り捨てます。また、助成金の額に１，０００円

未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 

４ 助成金の交付は、一世帯につき１回限りとし、毎年度の予算の範囲内で交付

するものとします。 

５ 現地調査を行う場合があります。 

６ 助成金の交付を受けた方は、町から次の協力要請をすることがあります。 

 （１） 機器等に関する資料提供 

（２） 町の環境関係施策に関する各種活動 

（３） その他町長が必要と認める事項 



様式第２号（第５条関係） 

 

手 続 代 行 者 選 任 届 

 

手続代行者 

（個人に委任する場合） 

住  所                       

ふりがな 

氏  名                   ㊞   

 

連 絡 先                       

（法人に委任する場合） 

法 人 名                       

ふりがな 

代表者名                   ㊞   

ふりがな 

担当者名                       

 

連 絡 先                       

 

私は、上記の者を手続代行者と定め、瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成

金申請手続を委任します。 

 

（あて先）瑞穂町 

    年  月  日 

 

委任者 住  所                       

ふりがな 

氏  名                   ㊞   

 

連 絡 先                       

 

※ 手続代行者選任届は、委任者が直筆で記入してください。 



様式第３号（第６条関係） 

第     号 

    年  月  日 

 

              様 

 

瑞穂町長        印 

 

 

瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入

費助成金について、次のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

１ 助成金の交付決定種別 

助 成 対 象 機 器 

 住宅用二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器 

 住宅用潜熱回収型ガス給湯器 

 住宅用ガスエンジン給湯器 

 住宅用高効率石油給湯器 

 住宅用太陽光発電システム 

 
２ 助成金の交付決定額                円 

３ 交付の条件 

(１) 瑞穂町補助金等交付規則及び瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成

金交付要綱を遵守すること。 

(２) 交付決定通知を受けた者は、交付決定のあった日の翌日から３０日以

内に、瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金交付請求書（第５号様

式）により町長に請求するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第６条関係） 

第     号 

    年  月  日 

 

              様 

 

瑞穂町長        印 

 

 

瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入

費助成金について、次のとおり不交付とすることに決定したので通知します。 

 

 

 不交付決定の理由 

 



様式第５号（第７条関係） 

 

    年  月  日 

 

  瑞穂町長あて 

                       瑞穂町 

申請者 住  所              

ふりがな 

氏  名           ㊞  

電話番号              

 

 

瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金交付請求書 

 

     年  月  日付け   第   号により助成金の交付決定を受

けた瑞穂町住宅用環境配慮型機器購入費助成金について、次のとおり請求しま

す。 

 

記 

 

１ 助成金請求額   金                円 

 

２ 振込口座 

            銀行・信金          本店 

            信組・農協          支店 

預金種目    １ 普 通    ２ 当 座       

口座番号  

フリガナ 

振
込
先
金
融
機
関 

口
座
名
義 

（名義） 

※ ゆうちょ銀行を指定される場合、振込み専用の店名、貯金種目、口座番号

が必要となります。また、店名は必ず漢数字でご記入ください。 
 

 



資料２－３

環境配慮型機器の補助金各市の状況

名称

助成内容

制限等

年度 21年度 20年度 19年度 21年度 20年度 19年度 21年度 20年度 19年度 21年度 20年度 19年度

予算 300万 400万 300万 301万円 補助無し 補助無し 300万 補助無し 補助無し 400万 補助無し 補助無し

実績（21年度
は受付状況）

第2期募集：ｴ
ｺｷｭｰﾄｴｺウィ
ルは受付終
了。ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ
は受付中

410万円：ｴｺ
ｷｭｰﾄ60件、ｴ
ｺｼﾞｮｰｽﾞ44
件、ｴｺウィル0
件

300万：エコ
キュートのみ

ｴｺｷｭｰﾄ20
件、ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ
7件、ｴｺウィル
1件、ｴﾈﾌｧｰﾑ
0件、太陽光
発電ｼｽﾃﾑ11
太陽熱利用
湯沸かし器0
件、ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰ
ﾌﾞ2件：受付初
日2Hで終了。

ｴｺｷｭｰﾄ11
件、ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ
2件、ｴｺウィル
0件、太陽光
発電ｼｽﾃﾑ19
件ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ
1件：先着順で
1日で一杯に
なった。

内訳について
は、情報提供
なし。先着順
で受付初日半
日で一杯に
なった。

財源

その他

武蔵村山市は制度制定未定。羽村市は太陽エネルギーの補助について検討中。日の出町は検討中。

羽村市

市の単独と国（地域住宅交付金を以前から）
と21年度から都（東京都地球温暖化対策等
推進のための区市町村補助金を利用）

・ヒートポンプ給湯器　40,000円
・ガスエンジン給湯器　40,000円
・潜熱回収型給湯器　20,000円

・太陽光発電システム　150,000円
　　（最大出力1kwあたり5万円とし、最大３
kwまで）
・太陽熱利用システム
　自然循環式システムは15,000円
　　（最大出力1㎡5千円とし、最大３㎡まで）
　強制循環式システムは30,000円
　　（最大出力1㎡１万円とし、最大３㎡まで）
・ヒートポンプ給湯器　50,000円
・ガスエンジン給湯器　150,000円
・潜熱回収型給湯器　20,000円
・燃料電池　400,000円
・ペレットストーブ　100,000円
　　（または設置費用の３分の１）

21年度分については受付終了。

福生市

都から全予算の2分の１（東京都地球温暖
化対策等推進のための区市町村補助金を
利用）

申請時点で市内に1年以上住所を有してい
る者。いずれか1機種、1世帯において1回限
り

同一住宅で1回、同一の申請において2点を
限度

昭島市

昭島市住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金

・太陽光発電システム　限度額100,000円
　　（3万円に最大出力kwを乗じた額）
・太陽熱利用システム　50,000円
・太陽熱温水器　25,000円
・ガスエンジン給湯器　30,000円
・ヒートポンプ給湯器　30,000円
・潜熱回収型給湯器　15,000円

21年度分については受付終了。
太陽システムは補正増した。

太陽光システムについては、みどり東京温
暖化防止プロジェクトに申請中。それ以外に
ついては都の地球温暖化対策等推進のた
めの区市町村補助金を利用

青梅市

青梅市地球温暖化対策住宅用機器設置費補助金

・太陽光発電システム　150,000円
　　（または設置経費の２分の１）
・ガスエンジン給湯器　40,000円
　　（または設置経費の２分の１）
・ヒートポンプ給湯器　40,000円
　　（または設置経費の２分の１）
・潜熱回収型給湯器　20,000円
　　（または設置経費の２分の１）
・ペレットストーブ　50,000円
　　（または設置経費の２分の１）

21年度分については受付終了。

市の単独

予算額が担当の希望額確保できず、苦慮。
初日は早朝より並ぶ方がおり、7時に整理券
配布。

初日は早朝より並ぶ方がいた。

申請時点で市内に1年以上居住、同一住宅
に１機器

同一の住宅につき1回、対象機器のうちいず
れか1件

太陽エネルギー機器の補助は検討中

環境にやさしい住宅用環境配慮型機器設置費助成金 福生市地球温暖化対策設備助成金制度



様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        第６８回国民体育大会瑞穂町実行委員会補助金 

担 当 部 署 教育部 社会教育課 社会体育係 

担 当 者 名        村野 

補助対象    

第６８回国民体育大会瑞穂町実行委員会 

構成員数：６３名（予定）  設立年月日：平成２２年７月以降設立予定 

 

規 約 等   

第６８回国民体育大会瑞穂町実行委員会補助金交付要綱（案）  

事業概要 

平成２５年９月から１０月にかけて、第６８回国民体育大会が東京都で開催され

る予定であり、瑞穂町ではソフトボール少年男子競技の実施を予定しています。 

大会に向けた準備作業を効率的かつ効果的に行うため、第６８回国民体育大会瑞

穂町実行委員会を設置し、その実行委員会に対して、大会の開催に伴う経費(消耗品、

印刷製本費、視察旅費等)を補助します。 

 

経 緯 

この競技会を成功させるために、町、都及び関係機関・団体が緊密な連携のもと

に、開催準備に取り組む必要があるため、平成２１年８月に瑞穂町準備委員会設立

発起人会を立ち上げ、１１月に瑞穂町準備委員会設立総会・第１回総会を開催しま

した。 

平成２２年７月に東京都から、開催する旨の正式発表があります。正式発表の後

に、東京都及び各実施区市町村において実行委員会を設置することになります。 

なお、大会開催の３年前に、各実施区市町村において実行委員会を設立すること

は、国体開催の必須事項となっています。 

 

事業目標 

実行委員会では、平成２４年に実施するリハーサル大会（全日本総合女子ソフト

ボール選手権大会）を含め、東京国体の準備に関する会議及び先進県の視察などの

事務を行うとともに、啓発活動を行い、機運を高めていきます。 

なお、実行委員会では、町からの補助金により独自の予算執行を行っていきます。

これは、予算を単独とすることで、会計報告、事業報告等の事務作業も円滑に行う

ことができること、また、企業等からの賛助金を受け入れやすくするためです。 

収支管理体制 

教育部社会教育課が事務局として収支の管理を行います。 

その他 

近隣市町村の状況 

  ・羽村市、福生市は平成２２年度に補助金の予算を計上します。 
 

 

資料３－１ 



 

   第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会 瑞 穂 町 実 行 委 員 会 補 助 金 交

付 要 綱 （ 案 ）  

                

平 成  年  月  日  

               告 示 第     号  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会 の 開 催 に 当 た

り 、第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会 瑞 穂 町 実 行 委 員 会（ 以 下「 実

行 委 員 会 」 と い う 。） に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 補

助 金 を 交 付 す る こ と に つ い て 、必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ２ 条  補 助 金 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」

と い う 。） は 、 第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会 の 開 催 に 係 る も の

と す る 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 額 は 、予 算 の 範 囲 内 に お い て 町 長 が 定 め

る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  実 行 委 員 会 は 、補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と

き は 、第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会 瑞 穂 町 実 行 委 員 会 補 助 金 交

付 申 請 書（ 様 式 第 １ 号 。以 下「 補 助 金 交 付 申 請 書 」と い

う 。） に よ る も の と し 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 町 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 事 業 計 画 書  

（ ２ ） 収 支 予 算 書  

（ ３ ）前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、町 長 が 必 要 と 認 め る 書  

  類  

（ 補 助 金 の 交 付 の 決 定 及 び 通 知 ) 

第 ５ 条  町 長 は 、前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 が

あ っ た と き は 、補 助 金 交 付 申 請 書 及 び 関 係 書 類 を 審 査 し 、

補 助 金 を 交 付 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め る と き は 、速

資料３－２



 

や か に 交 付 の 決 定 を す る も の と す る 。  

２  町 長 は 、補 助 金 の 適 正 な 交 付 を 行 う た め に 必 要 が あ る

と き は 、 補 助 金 の 交 付 の 申 請 に 係 る 事 項 に 修 正 を 加 え 、

又 は 条 件 を 付 し て 交 付 の 決 定 を す る こ と が で き る 。  

３  町 長 は 、前 ２ 項 の 決 定 を し た と き は 、実 行 委 員 会 に 対

し 第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会 瑞 穂 町 実 行 委 員 会 補 助 金 交 付

決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 

（ 補 則 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、補 助 金 の 交 付 に つ

い て 必 要 な 事 項 は 、瑞 穂 町 補 助 金 等 交 付 規 則（ 平 成 １ ８

年 規 則 第 １ １ 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

    

附  則  

 こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 



 

様 式 第 １ 号 (第 ４ 条 関 係 ) 

 

    年   月   日   

 

瑞 穂 町 長  あ て  

 

             第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会  

              瑞 穂 町 実 行 委 員 会 会 長  

 

      年 度 第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会 瑞 穂 町 実 行 委 員 会

補 助 金 交 付 申 請 書  

 

  第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会 開 催 に 要 す る 経 費 に つ い て 、 補

助 金 を 交 付 さ れ る よ う 、 関 係 資 料 を 添 え て 次 の と お り 申

請 し ま す 。  

 

 

１  申 請 金 額                円  

 

２  交付希望日     年    月    日  

 

３  添 付 書 類   

（ １ ）  事 業 計 画  

（ ２ ）  収 支 予 算 書  

（ ３ ）  そ の 他  



 

様 式 第 ２ 号 (第 ５ 条 関 係 ) 

 

  年   月   日   

 

第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会  

 瑞 穂 町 実 行 委 員 会 会 長  様  

 

               瑞 穂 町 長       □印  

 

      年 度 第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会 瑞 穂 町 実 行 委 員 会

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  

 

    年   月   日 付 け   第   号 で 申 請 の あ っ た

第 ６ ８ 回 国 民 体 育 大 会 瑞 穂 町 実 行 委 員 会 補 助 金 を 、 次 の

と お り 交 付 し ま す 。  

 

 

 

１  交 付 決 定 額                円  

 

２  交 付 予 定 日     年    月    日  

 

 ３  補 助 金 の 交 付 に 付 す 条 件  

 

 

 

こ の 通 知 の 内 容 又 は こ れ に 付 さ れ た 条 件 に 不 服 が あ る と

き は 、 こ の 通 知 受 領 後 １ ４ 日 以 内 に 申 請 の 撤 回 を す る こ と

が で き ま す 。  

 申 請 の 撤 回 が あ っ た と き は 、 こ の 申 請 に 係 る 補 助 金 の 交

付 決 定 は 、 な か っ た も の と み な さ れ ま す 。  

 

 



様式 

 

補助金等の創設に係る報告 

 

補助金等名称        通所サービス等利用促進事業補助金 

担 当 部 署 福祉保健部 福祉課 障害福祉係 

担 当 者 名        福島 

補 助 対 象        

・通所サービス事業所 

本事業の補助金申請時における直近 1 か月間の利用者送迎実績が、３回以上あ

ること。 

１回の送迎に平均１０人以上が利用し、週３回以上の送迎を実施していること。

 

・短期入所事業所 

短期入所利用者に対し、居宅と短期入所事業所の間の送迎を行った場合 

 

※ 対象となる町内の事業所…そうせい学苑（社会福祉法人コロロ学舎） 

 

規 約 等 

瑞穂町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱（一部改正） 

目  的 

障害者自立支援法の施行に伴う激変緩和と新たな事業に直ちに移行できない事

業者の経過的な支援等、新法への円滑な移行促進を図るため、特別対策事業とし

て実施するものです。 

また、市町村が実施主体となり、障がい者及び障がい児が自立した日常生活、

または社会生活を営むことができるよう支援することを目的とします。 

 

補助の必要性 

 障害者自立支援法による制度改正の激変緩和措置の一環として、新体系の日中

活動事業所、短期入所事業所及び旧体系の通所施設における送迎サービスの実施

を促進するとともに、送迎サービスを利用する方の負担を軽減します。 

 

補助金額 

・通所サービス事業所 

平均利用者数  上限額 

１０人以上  ３００万円 

７人～９人  ２４０万円 

４人～６人  １８０万円 

上記の金額と現に送迎に要する費用のいずれか少ない金額 

 

・ 短期入所事業所 

利用者数    基準額 

     １人   １，８６０円 

   ※基準額は、送迎の片道１回あたりの額 
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補助割合 

国が１／２、都が１／４、町が１／４を負担して交付します。 

 

 

実施期間 

当初予定されていた、平成１９年４月１日から平成２１年３月３１日までの２

年間から、平成２４年３月３１日までの５年間に延長されました。 

 

 

 



瑞穂町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱 

 

平成２０年２月２９日 

告示第  ４７  号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３

号。以下「法」という。）による制度改正の激変緩和の措置の一環

として、法に基づく通所サービスの利用の促進を図るため、送迎

サービスの利用に係る利用者負担の軽減措置を講じることにより、

利用者が通所サービスを円滑に利用できるようにすることを目的

とする。  
 （補助対象事業） 

第２条 この補助金の交付対象となる事業は、次のいずれにも該当

する事業所が当該事業所において行う通所サービスを利用させる

ため、利用者の送迎を行う事業とする。 

（１）次のいずれかに該当するサービスを行う事業所であること。 

  ア 法第５条第６項の生活介護、同条第１３項の自立訓練、同

条第１４項の就労移行支援及び同条第１５項に規定する就労

継続支援又は障害者支援施設 

  イ 旧身体障害者通所授産施設（身体障害者小規模通所授産施

設を除く。）、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所

授産施設（知的障害者小規模通所授産施設を除く。）又は各入

所施設の通所部 

（２）１回の送迎の利用人数が平均４人以上で、かつ週３日以上の

送迎を実施している事業所 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、別表第１に掲げる対象経費に該当する経費

を合算した額とする。この場合において、当該補助金の額は１事

業所又は１施設につき別表第２平均利用者数の欄の区分に応じ、

同表上限額の欄に定める額を超えることができない。 

 （補助金の申請等） 

第４条 この要綱に基づく補助金の交付手続については、瑞穂町補
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助金等交付規則（平成１８年規則第１１号）に定めるところによ

る。 

 
   附 則  
 （施行期日）  
１ この告示は、告示の日から施行し、平成１９年４月１日から適

用する。  
 （失効）  
２ この告示は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。た

だし、補助金の申請等に関する第４条の規定は、この告示の失効

後も、なおその効力を有する。  
 

附 則（平成２１年３月１０日告示第５１号）  
 この告示は、告示の日から施行する。  
 



１

２

燃料費、自動車取得費用及び自動車の減価償却費は除く。
（備考）

修繕費等
（運行諸経費、維
持経費及びその他
経費）

　自立支援給付費等の支給を受ける者が従業者として送
迎の業務に従事する場合で、当該従業者に係る人件費相
当分を計上する場合は、支援業務等と運転業務とに明確
に分けて整理されているときに限る。

送迎用自動車借上料及び送迎業務委託費
借上料及び委託料
（運行委託料）

別表第１（第３条関係）

対象経費の内容対象経費

（備考）
　運転時間及び送迎用自動車の運行用務に係る部分を対
象とする。運転手の勤務時間が１日のうちに他の業務を
一定時間担当しているときは、その他の業務に係る人件
費相当分は対象としない。

　送迎用自動車の修繕、検査及び点検時の取替修理部品(タ
イヤ含む。)等消耗品費、修繕技術料、点検手数料、自動車
検査費用、公課費、自動車賠償責任保険保険料、任意自動
車保険料、その他車両維持管理に要する費用等

　送迎用自動車の運転手及び添乗者の報酬、給料、職員諸
手当、共済費、賃金等

人件費
（運行に係る人件
費）



別 表 第 ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

  

 平 均 利 用 者 数  上 限 額  

１ ０ 人 以 上  ３ ０ ０ 万 円  

７ か ら ９ 人 ま で  ２ ４ ０ 万 円  

４ か ら ６ 人 ま で  １ ８ ０ 万 円  
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瑞穂町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱 新旧対照表 

 

新 旧 

(目的) (目的) 

第 1 条 この要綱は、障害者自立支援法（平成

17 年法律第 123 号。以下「法」という。）に

よる制度改正の激変緩和の措置の一環とし

て、法に基づく通所サービス及び短期入所

（以下「通所サービス等」という。）の利用

の促進を図るため、送迎サービスの利用に係

る利用者負担の軽減措置を講じることによ

り、利用者が通所サービス等を円滑に利用で

きるようにすることを目的とする。 

第 1条 この要綱は、障害者自立支援法（平成

17 年法律第 123 号。以下「法」という。）に

よる制度改正の激変緩和の措置の一環とし

て、法に基づく通所サービスの利用の促進を

図るため、送迎サービスの利用に係る利用者

負担の軽減措置を講じることにより、利用者

が通所サービスを円滑に利用できるように

することを目的とする。 

(補助対象事業) (補助対象事業) 

第 2 条 この補助金の交付対象となる事業は、

第1号及び第2号又は第3号に該当する事業

所が当該事業所において行う通所サービス

等を利用させるため、利用者の送迎を行う事

業とする。 

(1)   略  

   ア及びイ 略 

   ウ 法第 5条第 8項に規定する短期入所

(2)  1 回の送迎の利用人数が平均 4 人以上

で、かつ週 3 日以上の送迎を実施してい

る事業所(短期入所を除く。) 

(3)  短期入所の利用者に対し、居宅と事業

所の間の送迎を実施している事業所であ

ること。 

第 2条 この補助金の交付対象となる事業は、

次のいずれにも該当する事業所が当該事業

所において行う通所サービスを利用させる

ため、利用者の送迎を行う事業とする。 

 

(1)   略 

   ア及びイ 略 

    

(2)  1 回の送迎の利用人数が平均 4 人以上

で、かつ週 3日以上の送迎を実施してい

る事業所 

 

(補助金の額) 

第 3 条 補助金の額は、別表第 1に掲げる対象

経費に該当する経費を合算した額とする。こ

の場合において、当該補助金の額は 1事業所

又は1施設につき別表第2平均利用者数の欄

又は利用者数の欄の区分に応じ、同表上限額

の欄又は基準額の欄に定める額を超えるこ 

とができない。 

(補助金の額) 

第 3 条 補助金の額は、別表第 1に掲げる対象

経費に該当する経費を合算した額とする。こ

の場合において、当該補助金の額は 1事業所

又は1施設につき別表第2平均利用者数の欄

の区分に応じ、同表上限額の欄に定める額を

超えることができない。 

 

第 4 条 略 第 4条 略 
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    附 則 

 この告示は、告示の日から施行し、改正後の

瑞穂町通所サービス利用促進事業補助金交付

要綱の規定は、平成 21 年 4 月 1 日から適用す

る。 

 

  

別表第 1 略 別表第 1 略 

別表第 2（第 3条関係） 

 第2条第1号ア及びイに該当するサービスを

行う事業所 

 

平均利用者数 上限額 

10 人以上 300 万円 

7 から 9人まで 240 万円 

4 から 6人まで 180 万円 

第2条第1号ウに該当するサービスを行う事

業所 

利用者数 基準額 

1 人 1,860 円 

備考 基準額は、送迎の片道 1回当たりの額

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第 2（第 3条関係） 

 

 

 

平均利用者数 上限額 

10 人以上 300 万円 

7 から 9人まで 240 万円 

4 から 6人まで 180 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式 

 

補助金等の創設に係る報告 

 

補助金等名称        新事業移行促進事業補助金 

担 当 部 署 福祉保健部 福祉課 障害福祉係 

担 当 者 名        福島 

補 助 対 象 

・特定旧法指定施設で下記の新体系事業所に移行した施設 

生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ

型・Ｂ型）、施設入所支援 

 

※ 対象となる事業所…青梅学園（青梅市） 

 

規 約 等 

新事業移行促進事業補助金交付要綱（作成中） 

目  的 

この補助金の目的は、障害者自立支援法の施行に伴う激変緩和と新たな事業に直

ちに移行できない事業者の経過的な支援等、新法への円滑な移行促進を図るため、

特別対策事業として実施するものです。 

また、市町村が実施主体となり、障がい者及び障がい児が自立した日常生活、ま

たは、社会生活を営むことができるよう支援することを目的とします。 

 

補助の必要性 

障害者自立支援法による制度改正の激変緩和措置の一環として、新体系への移行

に伴うコストの増加等に対応できるよう、移行した新体系事業所に一定の助成を行

うことにより、旧体系施設から新体系への移行を促進します。 

 

補助金額 

対象事業区分毎に、移行した当該１か月に限り、各年度において定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度 １人につき６，０００円

平成２２年度 １人につき５，７００円

生活介護、自立訓練、就労移

行支援、就労継続支援  

※障害者支援施設において行

われるものを含む。 
平成２３年度 １人につき５，４００円

平成２１年度 １人につき５，０００円

平成２２年度 １人につき４，７５０円施設入所支援 

平成２３年度 １人につき４，５００円
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補助割合 

国が１／２、都が１／４、町が１／４を負担して交付します。 

 

 

実施期間 

平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの３年間です。 

 

 

 


